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市第 116 号議案 

   横浜市手数料条例の一部改正 

 横浜市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年２月９日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市手数料条例の一部を改正する条例 

 横浜市手数料条例（平成12年３月横浜市条例第32号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第６号中「第 120 条第１項」の次に「、第 120 条の２第１

項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に

改め、同条第７号の次に次の１号を加える。 

(７)の２ 戸籍法第 120 条の３第２

項の規定に基づく戸籍電子証明

書提供用識別符号の発行手数料

（情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律（平成14

年法律第 151 号）第７条第１項

の規定により同法第６条第１項

に規定する電子情報処理組織を

使用する方法（地方公共団体の

手数料の標準に関する政令に規

定する総務省令で定める金額等

を定める省令（平成12年自治省
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令第５号）第１条の２に規定す

るものに限る。以下この号及び

第９号の２において同じ。）に

より戸籍電子証明書提供用識別

符号の発行を行う場合（当該発

行に係る戸籍電子証明書の請求

が同項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用す

る方法により行われた場合に限

る。）における当該発行に係る

もの及び戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行に係る戸籍電子

証明書の請求を行う者が同時に

当該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する戸

籍の謄本若しくは抄本又は戸籍

証明書の請求を行う場合におけ

る当該発行に係るものを除く。

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍電子証明

書提供用識別

符号１件につ

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 円 

第２条第８号中「第 120 条第１項」の次に「、第 120 条の２第１

項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記

録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「除籍証
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明書」に改め、同条第９号の次に次の１号を加える。 

(９)の２ 戸籍法第 120 条の３第２

項の規定に基づく除籍電子証明

書提供用識別符号の発行手数料

（情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律第７条第

１項の規定により同法第６条第

１項に規定する電子情報処理組

織を使用する方法により除籍電

子証明書提供用識別符号の発行

を行う場合（当該発行に係る除

籍電子証明書の請求が同項の規

定により同項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法によ

り行われた場合に限る。）にお

ける当該発行に係るもの及び除

籍電子証明書提供用識別符号の

発行に係る除籍電子証明書の請

求を行う者が同時に当該除籍電

子証明書が証明する事項と同一

の事項を証明する除かれた戸籍

の謄本若しくは抄本又は除籍証

明書の請求を行う場合における

当該発行に係るものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除籍電子証明

書提供用識別
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符号１件につ

き 

 

700 円 

第２条第10号中「証明書又は」を「証明書、」に改め、「事項の

証明書」の次に「又は同法第 120 条の６第１項の規定に基づく届書

等情報の内容の証明書」を加え、同条第11号中「受理した書類」の

次に「又は同法第 120 条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内

容を表示したもの」を加え、「１件」を「又は届書等情報の内容を

表示したもの１件」に改める。 

第２条中第 125 号の２を第 125 号の２の３とし、第 125 号の次に

次の２号を加える。 

 (125) の２ 建築基準法第86条の７ 

第１項の規定による既存の建築 

物についての同法第43条第１項 

の規定による建築物の敷地と道 

路との関係に関する制限の適用 

除外に係る建築基準法施行令（ 

昭和25年政令第 338 号）第 137  

条の12第６項の規定に基づく認 

定申請手数料         同       27,000円 

 (125) の２の２ 建築基準法第86条 

の７第１項の規定による既存の 

建築物についての同法第44条第 

１項の規定による道路内におけ 

る建築制限の適用除外に係る建 

築基準法施行令第 137 条の12第 
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７項の規定に基づく認定申請手 

数料             同       27,000円 

第２条第 134 号中「（昭和25年政令第 338 号）」を削り、同条第

136 号、第 136 号の２、第 139 号の９、第 139 号の10、第 139 号の

17、第 139 号の23及び第 139 号の23の２中「建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律」に改め、同条第 139 号の24中「建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に、「建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律」に改め、同条第 139 号の25から第 139 号

の31までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改

め、同条第 153 号ヌ(ア)中「 1,180,000 円」を「 1,450,000 円」に改

め、同号ヌ(イ)中「 1,410,000 円」を「 1,720,000 円」に改め、同号

ヌ(ウ)中「 1,590,000 円」を「 1,920,000 円」に改め、同号ヌ(エ)中「

1,950,000 円」を「 2,360,000 円」に改め、同号ヌ(オ)中「2,270,00 

0 円」を「 2,740,000 円」に改め、同号ヌ(カ)中「 4,550,000 円」を

「 5,640,000 円」に改め、同号ヌ(キ)中「 5,820,000 円」を「7,240, 

000 円」に改め、同号ヌ(ク)中「 7,070,000 円」を「 8,790,000 円」

に改め、同条第 171 号ア中「者（イ」の次に「及びウ」を加え、同

号イ中「するもの」の次に「（ウに掲げるものを除く。）」を加え

、同号中ウをエとし、イの次に次のように加える。 

ウ 高圧ガス保安法第５条第１ 

項第１号に該当する者であっ 
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て移動式製造設備のみを使用 

して高圧ガスの製造をし、か 

つ、当該移動式製造設備につ 

いて液化石油ガスの保安の確 

保及び取引の適正化に関する 

法律（昭和42年法律第 149 号 

）第37条の４第１項の許可を 

受けたもの         同       6,000 円 

第２条第 175 号ア中「第 171 号アからウまで」を「第 171 号アか

らエまで」に改め、「（昭和42年法律第 149 号）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条  

第６号の改正規定、同条第７号の次に１号を加える改正規定、同

条第８号の改正規定、同条第９号の次に１号を加える改正規定並

びに同条第10号及び第11号の改正規定は、同年３月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市手数料条例第２条第 153 号ヌ(ア)

から(ク)まで及び第 171 号ウの規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

戸籍法の一部改正に伴い戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手
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数料等を徴収するとともに、建築基準法及び建築基準法施行令の一

部改正に伴い既存の建築物に対する敷地と道路との関係に関する制

限等の適用除外に係る認定申請手数料を徴収する等のため、横浜市

手数料条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 手 数 料 ） 

第 ２ 条  手 数 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 類 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 額 と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

(６)  戸 籍 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 224  

号 ） 第 10 条 第 １ 項 、 第 10 条 の ２

第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 若 し く は

第 126 条 の 規 定 に 基 づ く 戸 籍 の

謄 本 若 し く は 抄 本 又 は 同 法 第 12  

     、 第 120 条 の ２ 第 １ 
0 条 第 １ 項 

 

 項 
  若 し く は 第 126 条 の 規 定 に 基 
 

   戸 籍 証 明 書         
 づ く 
   磁 気 デ ィ ス ク を も っ て 調 製 

                
 さ れ た 戸 籍 に 記 録 さ れ て い る 事 

                
項 の 全 部 若 し く は 一 部 を 証 明 し 

     
    の 交 付 手 数 料 

た 書 面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 通 に つ き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 円 

（ 第 ７ 号 省 略 ） 

(７) の ２  戸 籍 法 第 120 条 の ３ 第 ２ 
 

項 の 規 定 に 基 づ く 戸 籍 電 子 証 明 
 

 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 手 数 料 
 

（ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 
 

の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 14  
 

年 法 律 第 151 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 
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の 規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 第 １ 項 
 

に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 
 

使 用 す る 方 法 （ 地 方 公 共 団 体 の 
 

手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 に 規 
 

定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 金 額 等 
 

を 定 め る 省 令 （ 平 成 12 年 自 治 省 
 

令 第 ５ 号 ） 第 １ 条 の ２ に 規 定 す 
 

る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 及 び 
 

第 ９ 号 の ２ に お い て 同 じ 。） に 
 

よ り 戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 
 

符 号 の 発 行 を 行 う 場 合 （ 当 該 発 
 

行 に 係 る 戸 籍 電 子 証 明 書 の 請 求 
 

が 同 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 
 

す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す 
 

る 方 法 に よ り 行 わ れ た 場 合 に 限 
 

る 。） に お け る 当 該 発 行 に 係 る 
 

も の 及 び 戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 
 

識 別 符 号 の 発 行 に 係 る 戸 籍 電 子 
 

証 明 書 の 請 求 を 行 う 者 が 同 時 に 
 

当 該 戸 籍 電 子 証 明 書 が 証 明 す る 
 

事 項 と 同 一 の 事 項 を 証 明 す る 戸 
 

籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本 又 は 戸 籍 
 

証 明 書 の 請 求 を 行 う 場 合 に お け 
 

る 当 該 発 行 に 係 る も の を 除 く 。 
 

） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸 籍 電 子 証 明 
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書 提 供 用 識 別 
 

符 号 １ 件 に つ 
 

き 
 

 

 

400 円 
 

(８)  戸 籍 法 第 12 条 の ２ に お い て 準 

用 す る 同 法 第 10 条 第 １ 項 若 し く

は 第 10 条 の ２ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項

ま で の 規 定 若 し く は 同 法 第 126

条 の 規 定 に 基 づ く 除 か れ た 戸 籍

の 謄 本 若 し く は 抄 本 又 は 同 法 第 

       、 第 120 条 の ２ 第 
 120 条 第 １ 項 

 

 １ 項      
   若 し く は 第 126 条 の 規 定 に 

 

    除 籍 証 明 書        
 基 づ く 
    磁 気 デ ィ ス ク を も っ て 調 

               
製 さ れ た 除 か れ た 戸 籍 に 記 録 さ 

                
れ て い る 事 項 の 全 部 若 し く は 一 

                
         の 交 付 手 数 料 

部 を 証 明 し た 書 面    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 通 に つ き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 円 

（ 第 ９ 号 省 略 ） 

(９) の ２  戸 籍 法 第 120 条 の ３ 第 ２ 
 

項 の 規 定 に 基 づ く 除 籍 電 子 証 明 
 

 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 手 数 料 
 

（ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 
 

の 推 進 等 に 関 す る 法 律 第 ７ 条 第 
 

１ 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 第 
 

１ 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 
 

織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 除 籍 電 
 

子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 
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を 行 う 場 合 （ 当 該 発 行 に 係 る 除 
 

籍 電 子 証 明 書 の 請 求 が 同 項 の 規 
 

定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 
 

報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ 
 

り 行 わ れ た 場 合 に 限 る 。） に お 
 

け る 当 該 発 行 に 係 る も の 及 び 除 
 

籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 
 

発 行 に 係 る 除 籍 電 子 証 明 書 の 請 
 

求 を 行 う 者 が 同 時 に 当 該 除 籍 電 
 

子 証 明 書 が 証 明 す る 事 項 と 同 一 
 

の 事 項 を 証 明 す る 除 か れ た 戸 籍 
 

の 謄 本 若 し く は 抄 本 又 は 除 籍 証 
 

明 書 の 請 求 を 行 う 場 合 に お け る 
 

当 該 発 行 に 係 る も の を 除 く 。）  
 

 

 

 

(10)  戸 籍 法 第 48 条 第 １ 項 （ 同 法 第

117 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 届 出 若 

          証 明 書 、   
し く は 申 請 の 受 理 の 
                        証 明 書 又 は 

同 法 第 48 条 第 ２ 項 （ 同 法 第 117

条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。） 若 し く は 第 126 条 の 規 定 に

基 づ く 届 書 そ の 他 区 長 が 受 理 し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除 籍 電 子 証 明 
 

書 提 供 用 識 別 
 

符 号 １ 件 に つ 
 

き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 円 
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た 書 類 に 記 載 し た 事 項 の 証 明 書 

又 は 同 法 第 120 条 の ６ 第 １ 項 の 
 

規 定 に 基 づ く 届 書 等 情 報 の 内 容 
 

の 証 明 書 
     の 交 付 手 数 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)  戸 籍 法 第 48 条 第 ２ 項 （ 同 法 第 

117 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 届 書 そ 

             又 は 同 
の 他 区 長 が 受 理 し た 書 類 

 

 法 第 120 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 
 

基 づ く 届 書 等 情 報 の 内 容 を 表 示 
 

  し た も の 
     の 閲 覧 手 数 料 

 

 

 

 

１ 通 に つ き 

た だ し 、 婚 姻 

、 離 婚 、 養 子 

縁 組 、 養 子 離 

縁 又 は 認 知 の 

届 出 の 受 理 に 

つ い て 、 請 求 

に よ り 法 務 省 

令 で 定 め る 様 

式 に よ る 上 質 

紙 を 用 い る 場 

合 に あ っ て は 

、 １ 通 に つ き 

 

 

 

 

 

 

又 は 届 書 
書 類 

１ 件 

等 情 報 の 内 容 
 

を 表 示 し た も 
 

 

 

 

350 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,400 円 
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の １ 件 
   に つ き 
 

350 円 

   （ 第 12 号 か ら 第 125 号 ま で 省 略 ） 

 (125) の ２  建 築 基 準 法 第 86 条 の ７ 
 

  第 １ 項 の 規 定 に よ る 既 存 の 建 築 
 

  物 に つ い て の 同 法 第 43 条 第 １ 項 
 

  の 規 定 に よ る 建 築 物 の 敷 地 と 道 
 

  路 と の 関 係 に 関 す る 制 限 の 適 用 
 

  除 外 に 係 る 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 
 

  昭 和 25 年 政 令 第 338 号 ） 第 137  
 

  条 の 12 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 
 

  定 申 請 手 数 料 
 

同 
 

27,000 円 
 

 (125) の ２ の ２  建 築 基 準 法 第 86 条 
 

  の ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 既 存 の 
 

  建 築 物 に つ い て の 同 法 第 44 条 第 
 

  １ 項 の 規 定 に よ る 道 路 内 に お け 
 

  る 建 築 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る 建 
 

  築 基 準 法 施 行 令 第 137 条 の 12 第 
 

  ７ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 申 請 手 
 

  数 料 
   

 (125) の ２ の ３ 
        （ 本 文 省 略 ） 
 (125) の ２ 

 

 

 

 

同 
 

 

 

 

 

 

 

27,000 円 
 

 

（ 第 125 号 の ３ か ら 第 133 号 ま で 省 略 ） 

(134)  建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 （ 

同 法 第 87 条 第 １ 項 の 規 定 に お い 

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 

定 に 基 づ く 建 築 物 の 確 認 申 請 手 
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数 料 （ 省 令 主 事 適 合 審 査 （ 同 法 

第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 た だ し 書 又 は 

第 18 条 第 ４ 項 た だ し 書 の 規 定 に 

基 づ き 構 造 計 算 に 関 す る 高 度 の 

専 門 的 知 識 及 び 技 術 を 有 す る 者 

と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 要 

件 を 備 え る 者 で あ る 建 築 主 事 が 

                                     
建 築 基 準 法 施 行 令 

（ 昭 和 25 年 政 

        
第 ９ 条 の ３ に 定 め 

令 第 338 号 ） 

る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 審 

査 す る こ と を い う 。 次 号 、 第 13  

9 号 の ２ の ２ 及 び 第 139 号 の ３ 

に お い て 同 じ 。） を し な い 場 合 

に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 

じ 。） は 、 当 該 申 請 に 係 る 建 築 

物 の 床 面 積 に 応 じ そ れ ぞ れ 次 の 

と お り と し 、 変 更 等 （ 建 築 物 の 

計 画 の 変 更 、 移 転 、 大 規 模 の 修 

繕 及 び 大 規 模 の 模 様 替 を す る 場 

合 を い う 。 以 下 こ の 号 、 次 号 、 

第 139 号 の ２ の ２ 、 第 139 号 の 

３ 、 第 139 号 の ９ 、 第 139 号 の 

10 、 第 139 号 の 12 、 第 139 号 の 

14 、 第 139 号 の 19 、 第 139 号 の 

22 、 第 139 号 の 27 及 び 第 139 号 
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の 30 に お い て 同 じ 。） 及 び 用 途 

の 変 更 に 係 る 確 認 申 請 手 数 料 （ 

変 更 等 及 び 用 途 の 変 更 を す る 場 

合 の 当 該 部 分 に 係 る 確 認 申 請 手 

数 料 に 限 る 。） は 、 そ れ ぞ れ 当 

該 床 面 積 の 合 計 に 0.5 を 乗 じ て 

得 た 面 積 （ た だ し 、 建 築 物 の 計 

画 の 変 更 で 床 面 積 の 増 加 す る 部 

分 に あ っ て は 、 当 該 増 加 す る 部 

分 の 床 面 積 ） に 該 当 す る 額 と す 

る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ ア か ら サ ま で 、 第 134 号 の ２ 及 び 第 135 号 省 略 ） 

(136)  建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 

 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 完 了 検 査 

       建 築 物 の エ ネ ル ギ 
 申 請 手 数 料 （ 
       建 築 物 の エ ネ ル ギ 

 ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 
 ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 律 
  （ 平 成 27 年 法 律 第 53 号 ） 第 12  
   

 条 第 １ 項 及 び 第 13 条 第 ２ 項 の 規 

 定 に 基 づ く 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 確 保 計 画 （ 同 法 第 12 条 第 

 ２ 項 及 び 第 13 条 第 ３ 項 の 規 定 に 

 基 づ く 変 更 後 の 建 築 物 エ ネ ル ギ 

 ー 消 費 性 能 確 保 計 画 を 含 む 。）  

 に 係 る 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 

 能 適 合 性 判 定 （ 第 139 号 の 23 及   
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 び 第 139 号 の 23 の ２ に お い て 「 

 省 エ ネ 適 合 判 定 」 と い う 。） を 

 受 け た 建 築 物 及 び こ れ に 準 ず る 

 と 認 め ら れ る 建 築 物 （ 次 号 、 第 

 139 号 の ５ 及 び 第 139 号 の ５ の 

 ２ に お い て 「 省 エ ネ 適 合 判 定 等 

 建 築 物 」 と い う 。） に 係 る も の 

 を 除 く 。） は 、 当 該 申 請 に 係 る 

 建 築 物 の 床 面 積 （ 移 転 等 （ 移 転 

 、 大 規 模 の 修 繕 及 び 大 規 模 の 模 

 様 替 を す る 場 合 を い う 。 以 下 こ 

 の 号 、 次 号 、 第 139 号 の ５ 及 び 

 第 139 号 の ５ の ２ に お い て 同 じ 

 。） に 係 る 場 合 に お い て は 、 当 

 該 移 転 等 を す る 部 分 の 床 面 積 の 

 合 計 に 0.5 を 乗 じ て 得 た 面 積 ） 

 を 合 計 し た 面 積 に 応 じ 次 に 掲 げ 

 る 額 と す る 。 

（ ア 及 び イ 省 略 ） 

(136) の ２  建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 １ 

 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 完 了 

 検 査 申 請 手 数 料 （ 省 エ ネ 適 合 判 

 定 等 建 築 物 に 係 る も の に 限 る 。 

 ） は 、 当 該 申 請 に 係 る 建 築 物 の 

 床 面 積 （ 移 転 等 に 係 る 場 合 に お   
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 い て は 、 当 該 移 転 等 を す る 部 分 

 の 床 面 積 の 合 計 に 0.5 を 乗 じ て 

 得 た 面 積 ） を 合 計 し た 面 積 に 応 

 じ 前 号 ア 及 び イ に 掲 げ る 額 と 当 

 該 申 請 に 係 る 建 築 物 の う ち 一 の 

 省 エ ネ 適 合 判 定 等 建 築 物 の 非 住 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
 宅 部 分 （ 
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 

費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

  11 条 第 １ 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部 

 分 を い う 。 以 下 こ の 号 、 第 139  

 号 の ５ の ２ 、 第 139 号 の ９ 、 第 

 139 号 の 10 、 第 139 号 の 17 、 第 

 139 号 の 18 、 第 139 号 の 20 、 第 

 139 号 の 21 、 第 139 号 の 23 か ら 

 第 139 号 の 26 ま で 、 第 139 号 の 

 28 、 第 139 号 の 29 及 び 第 139 号 

 の 31 に お い て 同 じ 。） （ 一 次 エ 

 ネ ル ギ ー 消 費 量 （ 建 築 物 エ ネ ル 

 ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 

 令 （ 平 成 28 年 経 済 産 業 省 、 国 土 

 交 通 省 令 第 １ 号 。 以 下 こ の 号 、 

 第 139 号 の 18 、 第 139 号 の 21 、 

 第 139 号 の 23 、 第 139 号 の 24 、 

 第 139 号 の 26 、 第 139 号 の 26 の 

 ２ 、 第 139 号 の 29 、 第 139 号 の 
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 29 の ２ 及 び 第 139 号 の 31 に お い 

 て 「 基 準 省 令 」 と い う 。） 第 １ 

 条 第 １ 項 第 １ 号 イ に 規 定 す る 一 

 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を い う 。 第 

 139 号 の ５ の ２ に お い て 同 じ 。 

 ） の 算 定 対 象 と な る も の に 限 る 

 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。）  

 の 用 途 及 び 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 

 げ る 額 を 合 計 し た 額 と す る 。 

（ ア か ら キ ま で 及 び 第 137 号 か ら 第 139 号 の ８ ま で 省 略 ） 

(139) の ９  高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 

 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 

 律 （ 平 成 18 年 法 律 第 91 号 ） 第 17  

 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 特 定 建 

 築 物 の 建 築 等 及 び 維 持 保 全 の 計 

 画 の 認 定 申 請 手 数 料 （ 同 条 第 ４ 

 項 の 規 定 に よ る 申 出 を す る 場 合 

 に 限 る 。） は 、 １ 件 に つ き 同 条 

 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 係 る 

 建 築 物 又 は 建 築 設 備 に 応 じ 次 に 

 掲 げ る 額 を 合 計 し た 額 と す る 。 

           建 築 物 の 
 ア  構 造 適 合 審 査 又 は 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 

  に 関 す る 法 律 
        第 ２ 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ３ 号 に 規 定 す る 建 築 物 エ ネ ル 
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  ギ ー 消 費 性 能 基 準 に 適 合 す る 

  か ど う か の 審 査 （ 以 下 こ の 号 

  、 次 号 、 第 139 号 の 24 及 び 第 

  139 号 の 31 に お い て 「 省 エ ネ 

  適 合 審 査 」 と い う 。） を 必 要 

  と し な い 建 築 物 の 場 合   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

当 該 申 出 に 係 る 建 築 物 の 床

面 積 （ 変 更 等 及 び 用 途 の 変

更 に 係 る 場 合 に お い て は 、 

当 該 変 更 等 及 び 用 途 の 変 更 

を す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 

に 0.5 を 乗 じ て 得 た 面 積 （ 

た だ し 、 建 築 物 の 計 画 の 変 

更 で 床 面 積 の 増 加 す る 部 分 

に あ っ て は 、 当 該 増 加 す る 

部 分 の 床 面 積 ) ） を 合 計 し 

た 面 積 に 応 じ 第 134 号 ア か 

ら サ ま で に 掲 げ る 額 

 イ  構 造 適 合 審 査 又 は 省 エ ネ 適 

  合 審 査 を 必 要 と す る 建 築 物 の 

  場 合 は 、 当 該 申 出 に 係 る 建 築 

  物 の 床 面 積 （ 変 更 等 に 係 る 場 

  合 に お い て は 、 当 該 変 更 等 を 

  す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に 0.  

  5 を 乗 じ て 得 た 面 積 （ た だ し 

  、 建 築 物 の 計 画 の 変 更 で 床 面  

147



市第116号 

  積 の 増 加 す る 部 分 に あ っ て は 

  、 当 該 増 加 す る 部 分 の 床 面 積 

  ）） を 合 計 し た 面 積 に 応 じ 第 

  134 号 ア か ら サ ま で に 掲 げ る 

  額 と 次 に 掲 げ る 額 の う ち 当 該 

  建 築 物 に 係 る も の を 合 計 し た 

  額  

（ (ア) 省 略 ） 

  (イ)  省 エ ネ 適 合 審 査 を 必 要 と 

   す る と き 。 

 

 

省 エ ネ 適 合 審 査 を 必 要 と す 

        建 築 物 
る 建 築 物 （ 申 請 時 に 
         建 築 物 

の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 
の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 

上 等 に 関 す る 法 律 
        第 12 条 第 
上 に 関 す る 法 律 

６ 項 又 は 第 13 条 第 ７ 項 の 規 

定 に よ る 適 合 判 定 通 知 書 又 

は そ の 写 し の 提 出 が あ る も 

の を 除 く 。） １ 棟 に つ き 当 

該 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 用 

途 及 び 床 面 積 に 応 じ 第 139  

号 の 23 ア か ら エ ま で に 掲 げ 

る 額 

（ ウ 省 略 ） 

(139) の 10  高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 

 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 

 律 第 18 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く  
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 特 定 建 築 物 の 建 築 等 及 び 維 持 保 

 全 の 計 画 の 変 更 認 定 申 請 手 数 料 

 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 

 同 法 第 17 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 

 申 出 を す る 場 合 に 限 る 。） は 、 

 １ 件 に つ き 同 法 第 18 条 第 ２ 項 に 

 お い て 準 用 す る 同 法 第 17 条 第 ４ 

 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 係 る 建 築 

 物 又 は 建 築 設 備 に 応 じ 次 に 掲 げ 

 る 額 を 合 計 し た 額 と す る 。 

（ ア 省 略 ） 

 イ  構 造 適 合 審 査 又 は 省 エ ネ 適 

  合 審 査 を 必 要 と す る 建 築 物 の 

  場 合 は 、 当 該 申 出 に 係 る 建 築 

  物 の 床 面 積 （ 変 更 等 に 係 る 場 

  合 に お い て は 、 当 該 変 更 等 を 

  す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に 0.  

  5 を 乗 じ て 得 た 面 積 （ た だ し 

  、 建 築 物 の 計 画 の 変 更 で 床 面 

  積 の 増 加 す る 部 分 に あ っ て は 

  、 当 該 増 加 す る 部 分 の 床 面 積 

  ）） を 合 計 し た 面 積 に 応 じ 第 

  134 号 ア か ら サ ま で に 掲 げ る 

  額 と 次 に 掲 げ る 額 の う ち 当 該 

  建 築 物 に 係 る も の を 合 計 し た  
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  額 

（ (ア) 省 略 ） 

  (イ)  省 エ ネ 適 合 審 査 を 必 要 と 

   す る と き 。 

 

 

省 エ ネ 適 合 審 査 を 必 要 と す 

         建 築 物 
る 建 築 物 （ 申 請 時 に 
         建 築 物 

の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 
の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 

上 等 に 関 す る 法 律 
        第 12 条 第 
上 に 関 す る 法 律 

６ 項 又 は 第 13 条 第 ７ 項 の 規 

定 に よ る 適 合 判 定 通 知 書 又 

は そ の 写 し の 提 出 が あ る も 

の を 除 く 。） １ 棟 に つ き 当 

該 建 築 物 の 非 住 宅 部 分 の 用 

途 及 び 床 面 積 に 応 じ 第 139  

号 の 23 ア か ら エ ま で に 掲 げ 

る 額 

（ ウ 及 び 第 139 号 の 11 か ら 第 139 号 の 16 の ２ ま で 省 略 ） 

(139) の 17  都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 

 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24 年 法 律 第 

 84 号 ） 第 53 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 

 づ く 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 （ 

 同 法 第 54 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 

 申 出 を し な い 場 合 で 、 か つ 、 同 

 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 

 合 し て い る こ と に つ い て 、 あ ら 

    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 
 か じ め 
    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 
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 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
             第 15  
 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 建 築 物 

 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 、 

 同 法 附 則 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 

 正 前 の エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 

 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 54 年 法 

 律 第 49 号 ） 第 76 条 第 １ 項 に 規 定 

 す る 登 録 建 築 物 調 査 機 関 、 住 宅 

 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 

 律 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 

 住 宅 性 能 評 価 機 関 そ の 他 規 則 で 

 定 め る 機 関 （ 以 下 「 登 録 建 築 物 

 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 

 」 と い う 。） に よ る 審 査 を 受 け 

 た も の に 限 る 。） の 認 定 申 請 手 

 数 料 は 、 認 定 の 対 象 範 囲 及 び 申 

 請 に 係 る 住 戸 の 数 又 は 床 面 積 に 

 応 じ 次 に 掲 げ る 額 と す る 。 

（ ア 省 略 ） 

 イ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 

  物 の 場 合 は 、 １ 件 に つ き 次 に 

  掲 げ る 額 の う ち 当 該 申 請 に 係 

  る も の を 合 計 し た 額  

（ (ア) 省 略 ） 

              建 
  (イ)  共 用 部 分 （ 住 宅 部 分 （ 
              建 
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   築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 
   築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 

   の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
             第 11  
   の 向 上 に 関 す る 法 律 

   条 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅 部 

   分 を い う 。 第 139 号 の 26 、 

   第 139 号 の 29 及 び 第 139 号 

   の 31 に お い て 同 じ 。） の う 

   ち 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 を い 

   う 。 以 下 こ の 号 、 次 号 、 第 

   139 号 の 20 、 第 139 号 の 21

  、 第 139 号 の 25 、 第 139 号 

   の 26 、 第 139 号 の 28 、 第 13  

   9 号 の 29 及 び 第 139 号 の 31  

   に お い て 同 じ 。）  

（ a か ら g ま で 、(ウ) 及 び 第 139 号 の 18 か ら 第 139 号 の 22 ま で

省 略 ） 

(139) の 23  省 エ ネ 適 合 判 定 の 判 定 

 手 数 料 は 、 １ 件 に つ き 当 該 判 定 

        建 築 物 の エ ネ ル 
 に 係 る 建 築 物 （ 
        建 築 物 の エ ネ ル 

 ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 
 ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 

 法 律 
   第 35 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け 
 律 

 た 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 

 上 計 画 に 係 る 他 の 建 築 物 （ 同 法 

 第 34 条 第 ３ 項 の 他 の 建 築 物 を い 

 う 。 次 号 、 第 139 号 の 26 の ２ 、 

 第 139 号 の 27 、 第 139 号 の 29 の  
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 ２ 及 び 第 139 号 の 30 に お い て 同 

 じ 。） を 除 く 。） の 非 住 宅 部 分 

 の 用 途 及 び 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 

 げ る 額 と す る 。 

（ ア か ら エ ま で 省 略 ） 

(139) の 23 の ２  省 エ ネ 適 合 判 定 の 

 判 定 手 数 料 は 、 １ 件 に つ き 当 該 

          建 築 物 の エ 
 判 定 に 係 る 建 築 物 （ 
          建 築 物 の エ 

 ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 
 ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す 

 す る 法 律 
     第 35 条 第 １ 項 の 認 定 を 
 る 法 律 

 受 け た 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 

 能 向 上 計 画 に 係 る 他 の 建 築 物 に 

 限 る 。） の 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 

 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額 と す る 。  

（ ア か ら カ ま で 省 略 ） 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 24   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 

 行 規 則 
    （ 平 成 28 年 国 土 交 通 省 令 
 規 則 

 第 ５ 号 ） 第 11 条 の 規 定 に 基 づ く 

 軽 微 な 変 更 （ 当 該 変 更 が エ ネ ル 

        建 築 物 の エ ネ ル 
 ギ ー 消 費 性 能 （ 
        建 築 物 の エ ネ ル 

 ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 
 ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 

 法 律 
   第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 
 律 

 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 を い う 

 。） を 向 上 さ せ る 変 更 又 は 省 エ  
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 ネ 適 合 審 査 を 必 要 と し な い 変 更 

 で あ る 場 合 を 除 く 。） に 関 す る 

 証 明 書 の 交 付 申 請 手 数 料 は 、 １ 

 件 に つ き 当 該 証 明 に 係 る 建 築 物 

 の 非 住 宅 部 分 の 用 途 及 び 床 面 積 

 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額 と す る 。 

（ ア か ら エ ま で 省 略 ） 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 25   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 34 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 

 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 

 （ 同 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 

 が 記 載 さ れ て い な い も の で 、 か 

 つ 、 同 法 第 35 条 第 １ 項 第 １ 号 か 

 ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 基 準 に 適 

 合 し て い る こ と に つ い て 、 あ ら 

 か じ め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

 受 け た も の に 限 る 。） の 認 定 申 

 請 手 数 料 （ 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 

 よ る 申 出 を し な い 場 合 に 限 る 。 

 ） は 、 申 請 建 築 物 （ 同 法 第 34 条 

 第 ３ 項 に 規 定 す る 申 請 建 築 物 を 

 い う 。 次 号 か ら 第 139 号 の 30 ま 

 で に お い て 同 じ 。） の 認 定 の 対  
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 象 範 囲 及 び 申 請 に 係 る 住 戸 の 数 

 又 は 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額 

 と す る 。 

（ ア 及 び イ 省 略 ） 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 26   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 34 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 

 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 

 （ 同 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 

 が 記 載 さ れ て い な い も の に 限 り 

 、 同 法 第 35 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 

 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 基 準 に 適 合 

 し て い る こ と に つ い て 、 あ ら か 

 じ め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 

 性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 受 

 け た も の を 除 く 。） の 認 定 申 請 

 手 数 料 （ 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ 

 る 申 出 を し な い 場 合 に 限 る 。）  

 は 、 申 請 建 築 物 の 認 定 の 対 象 範 

 囲 及 び 申 請 に 係 る 住 戸 の 数 又 は 

 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額 と す 

 る 。  

（ ア か ら ウ ま で 省 略 ） 

       建 築 物 の エ ネ ル ギ 
(139) の 26 の ２    
       建 築 物 の エ ネ ル ギ 

 ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 
 ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 
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 律 
  第 34 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 
   

 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 

 計 画 （ 同 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 

 事 項 が 記 載 さ れ て い る も の に 限 

 る 。） の 認 定 申 請 手 数 料 （ 同 法 

 第 35 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 

 を し な い 場 合 に 限 る 。） は 、 申 

 請 建 築 物 の 用 途 及 び 住 戸 の 数 又 

 は 床 面 積 に 応 じ 第 139 号 の 25 ア 

 若 し く は イ 又 は 前 号 ア 、 イ 若 し 

 く は ウ に 掲 げ る 額 と 当 該 計 画 に 

 係 る 他 の 建 築 物 １ 棟 に つ き 当 該 

 他 の 建 築 物 の 用 途 及 び 住 戸 の 数 

 又 は 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額 

 を 合 計 し た 額 と す る 。 

           建 築 物 の 
 ア  一 戸 建 て の 住 宅 （ 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 

  に 関 す る 法 律 
        第 35 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て 

  い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ 

  め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

  受 け た も の に 限 る 。） の 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

4,900 円 

           建 築 物 の 
 イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 
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  に 関 す る 法 律 
        第 35 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て 

  い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ 

  め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

  受 け た も の を 除 き 、 当 該 評 価 

  方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 

  イ (1) 又 は ロ(1) の 基 準 に よ る 評 

  価 方 法 の も の に 限 る 。） の 場 

  合 

（ (ア) 及 び (イ) 省 略 ） 

           建 築 物 の 
 ウ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 

  に 関 す る 法 律 
        第 35 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て 

  い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ 

  め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

  受 け た も の を 除 き 、 当 該 評 価 

  方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 

  イ (1) 又 は ロ(1) の 基 準 に よ る 評 

  価 方 法 の も の 以 外 の も の に 限 

  る 。） の 場 合  

（ (ア) 及 び (イ) 省 略 ） 

 エ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築  
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    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 
  物 （ 
    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
  性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

  35 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 基 

  準 に 適 合 し て い る こ と に つ い 

  て 、 あ ら か じ め 登 録 建 築 物 エ 

  ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 

  に よ る 審 査 を 受 け た も の に 限 

  る 。） の 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

第 139 号 の 25 イ (ア) か ら (ウ) ま 

で に 掲 げ る 額 の う ち 当 該 建 

築 物 に 係 る も の を 合 計 し た 

額 

 オ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 

    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 
  物 （ 
    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
  性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

  35 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 基 

  準 に 適 合 し て い る こ と に つ い 

  て 、 あ ら か じ め 登 録 建 築 物 エ 

  ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 

  に よ る 審 査 を 受 け た も の を 除 

  く 。） の 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 号 ウ(ア) か ら (カ) ま で に 掲 げ 

る 額 の う ち 当 該 建 築 物 に 係 

る も の を 合 計 し た 額 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 27   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 34 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築  
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 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 

 の 認 定 申 請 手 数 料 （ 同 法 第 35 条 

 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 を す る 

 場 合 に 限 る 。） は 、 １ 件 に つ き 

 申 請 建 築 物 の 認 定 の 対 象 範 囲 及 

 び 申 請 に 係 る 住 戸 の 数 又 は 床 面 

 積 並 び に 当 該 計 画 に 係 る 他 の 建 

 築 物 １ 棟 に つ き 当 該 他 の 建 築 物 

 の 用 途 及 び 住 戸 の 数 又 は 床 面 積 

 に 応 じ 前 ３ 号 に 掲 げ る 額 と 同 項 

 の 規 定 に よ る 申 出 に 係 る 建 築 物 

 又 は 建 築 設 備 に 応 じ 次 に 掲 げ る 

 額 を 合 計 し た 額 と す る 。 

（ ア か ら ウ ま で 省 略 ） 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 28   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 36 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 

 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 

 （ 同 法 第 34 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ 

 る 事 項 が 記 載 さ れ て い な い も の 

 で 、 か つ 、 同 法 第 36 条 第 ２ 項 に 

 お い て 準 用 す る 同 法 第 35 条 第 １ 

 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ 

 る 基 準 に 適 合 し て い る こ と に つ 

 い て 、 あ ら か じ め 登 録 建 築 物 エ  
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 ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 に 

 よ る 審 査 を 受 け た も の に 限 る 。 

 ） の 変 更 認 定 申 請 手 数 料 （ 同 法 

 第 36 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 

 同 法 第 35 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 

 申 出 を し な い 場 合 に 限 り 、 当 該 

 計 画 の 工 事 の 着 手 予 定 時 期 又 は 

 完 了 予 定 時 期 の み を 変 更 す る 場 

 合 を 除 く 。） は 、 申 請 建 築 物 の 

 認 定 の 対 象 範 囲 及 び 申 請 に 係 る 

 住 戸 の 数 又 は 床 面 積 に 応 じ 次 に 

 掲 げ る 額 と す る 。 

（ ア 省 略 ） 

 イ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 

  物 の 場 合 は 、 １ 件 に つ き 次 に 

  掲 げ る 額 の う ち 当 該 建 築 物 （ 

  当 該 申 請 に お い て 変 更 し な い 

  部 分 を 含 む 。） の 当 該 申 請 に 

  係 る も の を 合 計 し た 額  

           建 築 物 の 
  (ア)  住 戸 部 分 （ 既 に 
           建 築 物 の 

   エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 
   エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 

   等 に 関 す る 法 律 
          第 35 条 第 １ 
   に 関 す る 法 律 

   項 （ 同 法 第 36 条 第 ２ 項 に お 

   い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 

   ） の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 エ  
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   ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 

   の 認 定 を 受 け た 部 分 に 限 る 

   。）  

（ a か ら i ま で 及 び(イ) か ら (エ) ま で 省 略 ） 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 29   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 36 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 

 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 

 （ 同 法 第 34 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ 

 る 事 項 が 記 載 さ れ て い な い も の 

 に 限 り 、 同 法 第 36 条 第 ２ 項 に お 

 い て 準 用 す る 同 法 第 35 条 第 １ 項 

 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 

 基 準 に 適 合 し て い る こ と に つ い 

 て 、 あ ら か じ め 登 録 建 築 物 エ ネ 

 ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 に よ 

 る 審 査 を 受 け た も の を 除 く 。）  

 の 変 更 認 定 申 請 手 数 料 （ 同 法 第 

 36 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 

 法 第 35 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 

 出 を し な い 場 合 に 限 り 、 当 該 計 

 画 の 工 事 の 着 手 予 定 時 期 又 は 完 

 了 予 定 時 期 の み を 変 更 す る 場 合 

 を 除 く 。） は 、 申 請 建 築 物 の 認 

 定 の 対 象 範 囲 及 び 申 請 に 係 る 住  
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 戸 の 数 又 は 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 

 げ る 額 と す る 。 

（ ア 及 び イ 省 略 ） 

 ウ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 

  物 の 場 合 は 、 １ 件 に つ き 次 に 

  掲 げ る 額 の う ち 当 該 建 築 物 （ 

  当 該 申 請 に お い て 変 更 し な い 

  部 分 を 含 む 。） の 当 該 申 請 に 

  係 る も の を 合 計 し た 額  

  (ア)  住 戸 部 分 （ 当 該 建 築 物 の 

   一 以 上 の 住 戸 の 評 価 方 法 が 

   基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ(1) 

   又 は ロ(1) の 基 準 に よ る 評 価 

   方 法 の も の で 、 か つ 、 既 に 

   建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 
   建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 

   能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
   能 の 向 上 に 関 す る 法 律   

   35 条 第 １ 項 （ 同 法 第 36 条 第 

   ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 

   を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 

   建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 

   向 上 計 画 の 認 定 を 受 け た 部 

   分 に 限 る 。）   

（ a か ら i ま で 省 略 ） 

  (イ)  住 戸 部 分 （ 当 該 建 築 物 の 

   一 以 上 の 住 戸 の 評 価 方 法 が  
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   基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ(1) 

   又 は ロ(1) の 基 準 に よ る 評 価 

              建 
   方 法 の も の を 除 き 、 既 に 
              建 

   築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 
   築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 

   の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
             第 35  
   の 向 上 に 関 す る 法 律 

   条 第 １ 項 （ 同 法 第 36 条 第 ２ 

   項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 

   含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 建 

   築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 

   上 計 画 の 認 定 を 受 け た 部 分 

   に 限 る 。）  

（ a か ら i ま で 及 び(ウ) か ら (キ) ま で 省 略 ） 

       建 築 物 の エ ネ ル ギ 
(139) の 29 の ２    
       建 築 物 の エ ネ ル ギ 

 ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 
 ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 律 
  第 36 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 
   

 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 

 計 画 （ 同 法 第 34 条 第 ３ 項 各 号 に 

 掲 げ る 事 項 が 記 載 さ れ て い る も 

 の に 限 る 。） の 変 更 認 定 申 請 手 

 数 料 （ 同 法 第 36 条 第 ２ 項 に お い 

 て 準 用 す る 同 法 第 35 条 第 ２ 項 の 

 規 定 に よ る 申 出 を し な い 場 合 に 

 限 り 、 当 該 計 画 の 工 事 の 着 手 予 

 定 時 期 又 は 完 了 予 定 時 期 の み を 

 変 更 す る 場 合 を 除 く 。） は 、 申  
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 請 建 築 物 （ 当 該 申 請 に お い て 変 

 更 す る も の に 限 る 。） の 用 途 及 

 び 住 戸 の 数 又 は 床 面 積 に 応 じ 第 

 139 号 の 28 ア 若 し く は イ 又 は 前 

 号 ア 、 イ 若 し く は ウ に 掲 げ る 額 

 と 当 該 計 画 に 係 る 他 の 建 築 物 （ 

 当 該 申 請 に お い て 変 更 す る も の 

 に 限 る 。） １ 棟 に つ き 当 該 他 の 

 建 築 物 の 用 途 及 び 住 戸 の 数 又 は 

 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 げ る 額 を 合 

 計 し た 額 と す る 。 

           建 築 物 の 
 ア  一 戸 建 て の 住 宅 （ 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 

  に 関 す る 法 律 
        第 35 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て 

  い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ 

  め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

  受 け た も の に 限 る 。） の 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

2,400 円 

           建 築 物 の 
 イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 

  に 関 す る 法 律 
        第 35 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て 

  い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ 

  め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費  
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  性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

  受 け た も の を 除 き 、 当 該 評 価 

  方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 

  イ (1) 又 は ロ(1) の 基 準 に よ る 評 

  価 方 法 の も の に 限 る 。） の 場 

  合 

（ (ア) 及 び (イ) 省 略 ） 

           建 築 物 の 
 ウ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 
           建 築 物 の 

  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 
  エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 

  に 関 す る 法 律 
        第 35 条 第 １ 項 第 
  関 す る 法 律 

  ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て 

  い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ 

  め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を 

  受 け た も の を 除 き 、 当 該 評 価 

  方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 

  イ (1) 又 は ロ(1) の 基 準 に よ る 評 

  価 方 法 の も の 以 外 の も の に 限 

  る 。） の 場 合  

（ (ア) 及 び (イ) 省 略 ） 

 エ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 

    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 
  物 （ 
    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
  性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

  35 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 基 

  準 に 適 合 し て い る こ と に つ い 
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  て 、 あ ら か じ め 登 録 建 築 物 エ 

  ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 

  に よ る 審 査 を 受 け た も の に 限 

  る 。） の 場 合 

 

 

 

第 139 号 の 28 イ (ア) か ら (エ) ま 

で に 掲 げ る 額 の う ち 当 該 建 

築 物 （ 当 該 申 請 に お い て 変 

更 し な い 部 分 を 含 む 。） に 

係 る も の を 合 計 し た 額 

 オ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築 

    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 
  物 （ 
    建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 

  性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
  性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

  35 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 基 

  準 に 適 合 し て い る こ と に つ い 

  て 、 あ ら か じ め 登 録 建 築 物 エ 

  ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機 関 等 

  に よ る 審 査 を 受 け た も の を 除 

  く 。） の 場 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 号 ウ(ア) か ら (キ) ま で に 掲 げ 

る 額 の う ち 当 該 建 築 物 （ 当 

該 申 請 に お い て 変 更 し な い 

部 分 を 含 む 。） に 係 る も の 

を 合 計 し た 額 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 30   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 36 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 

 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画  
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 の 変 更 認 定 申 請 手 数 料 （ 同 条 第 

 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 35  

 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 を す 

 る 場 合 に 限 る 。） は 、 １ 件 に つ 

 き 申 請 建 築 物 の 認 定 の 対 象 範 囲 

 及 び 申 請 に 係 る 住 戸 の 数 又 は 床 

 面 積 並 び に 当 該 計 画 に 係 る 他 の 

 建 築 物 １ 棟 に つ き 当 該 他 の 建 築 

 物 の 用 途 及 び 住 戸 の 数 又 は 床 面 

 積 に 応 じ 前 ３ 号 に 掲 げ る 額 と 同 

 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 係 る 建 築 

 物 又 は 建 築 設 備 に 応 じ 次 に 掲 げ 

 る 額 を 合 計 し た 額 と す る 。 

（ ア か ら ウ ま で 省 略 ） 

     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 
(139) の 31   
     建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 

 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 
              第 
 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

 41 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 

 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 認 

 定 申 請 手 数 料 は 、 当 該 建 築 物 に 

 つ い て 省 エ ネ 適 合 審 査 を 必 要 と 

 す る 場 合 に 限 り 、 認 定 の 対 象 と 

 な る 建 築 物 及 び 申 請 に 係 る 住 戸 

 の 数 又 は 床 面 積 に 応 じ 次 に 掲 げ 

 る 額 と す る 。  

（ ア か ら ウ ま で 及 び 第 139 号 の 32 か ら 第 152 号 ま で 省 略 ） 
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 (153)  消 防 法 第 11 条 第 １ 項 前 段 の 

  規 定 に 基 づ く 製 造 所 、 貯 蔵 所 又 

は 取 扱 所 の 設 置 許 可 申 請 手 数 料 

   （ ア か ら ニ ま で 省 略 ）   

  ヌ  浮 き 屋 根 式 特 定 屋 外 タ ン ク 

貯 蔵 所 又 は 浮 き 蓋 付 特 定 屋 外 

タ ン ク 貯 蔵 所 に つ い て は 、 次 

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ 

れ 次 に 定 め る 額 

  (ア)  危 険 物 の 貯 蔵 大 数 量 が 

1,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 5,00  

                        1,450,000 円 
0 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も の  同           

                        1,180,000 円 

(イ)   同         

5,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 10,0  

                        1,720,000 円 
00 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も の  同           

                        1,410,000 円 

(ウ)  同         

10,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 50  

,000 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も 

                        1,920,000 円 
の             同           

                        1,590,000 円 

(エ)  同         

50,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 10  

0,000 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も 

                        2,360,000 円 
の             同           

                        1,950,000 円 

(オ)  同         

100,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 20  
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0,000 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も 

                        2,740,000 円 
の             同           

                        2,270,000 円 

(カ)  同         

200,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 30  

0,000 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も 

                        5,640,000 円 
の             同           

                        4,550,000 円 

(キ)  同         

300,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 40  

0,000 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 の も 

                        7,240,000 円 
の             同           

                        5,820,000 円 

(ク)  同         

    400,000 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の           

                           8,790,000 円 
も の            同 

                        7,070,000 円 

（ ネ か ら ワ ま で 及 び 第 154 号 か ら 第 170 号 ま で 省 略 ） 

(171)  高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和 26 年 

法 律 第 204 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 

規 定 に 基 づ く 高 圧 ガ ス の 製 造 の 

許 可 申 請 手 数 料 

  ア  高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ 条 第 １ 

               及 
項 第 １ 号 に 該 当 す る 者 （ イ 

 

   び ウ 
に 掲 げ る 者 を 除 く 。） に 

 

つ い て は 、 次 に 掲 げ る 区 分 に 

応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 

   （ (ア) か ら (ケ) ま で 省 略 ） 

イ  高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ 条 第 １ 
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項 第 １ 号 に 該 当 す る 者 で あ っ 

て 移 動 式 製 造 設 備 （ 高 圧 ガ ス 

の 製 造 の た め の 設 備 で 移 動 す 

る こ と が で き る よ う に 設 計 し 

た も の を い う 。 以 下 同 じ 。）  

の み を 使 用 し て 高 圧 ガ ス の 製 

         （ ウ に 掲 げ る も 
造 を す る も の 

 

   の を 除 く 。）  
に つ い て は 、 次 
 

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ 

れ 次 に 定 め る 額 

（(ア) か ら (コ) ま で 省 略 ） 

  ウ  高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ 条 第 １ 
 

   項 第 １ 号 に 該 当 す る 者 で あ っ 
 

   て 移 動 式 製 造 設 備 の み を 使 用 
 

   し て 高 圧 ガ ス の 製 造 を し 、 か 
 

   つ 、 当 該 移 動 式 製 造 設 備 に つ 
 

   い て 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 
 

   保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 
 

   法 律 （ 昭 和 42 年 法 律 第 149 号 
 

   ） 第 37 条 の ４ 第 １ 項 の 許 可 を 
 

   受 け た も の          同         6,000 円 
 

  エ 
    （ 本 文 省 略 ）    
  ウ 

（ 第 172 号 か ら 第 174 号 ま で 省 略 ） 

(175)  高 圧 ガ ス 保 安 法 第 20 条 第 １ 

項 の 規 定 に 基 づ く 高 圧 ガ ス の 製 
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造 の た め の 施 設 又 は 第 一 種 貯 蔵 

所 の 完 成 検 査 申 請 手 数 料 

  ア  高 圧 ガ ス の 製 造 の た め の 施 

設 の 完 成 検 査 の 申 請 を す る 場 

合                   第 171 号 ア か ら エ ま で 
                        に 掲 

                 第 171 号 ア か ら ウ ま で 

げ る 高 圧 ガ ス の 製 造 の 許 可 

の 申 請 を 行 う 者 及 び 区 分 に 

応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 手 数 料 

の 額 の ４ 分 の ３ に 相 当 す る 

額 （ 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ 条 

第 １ 項 の 許 可 に 係 る 液 化 石 

油 ガ ス の 製 造 の た め の 施 設 

で あ っ て 、 液 化 石 油 ガ ス の 

保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 

             
化 に 関 す る 法 律 
       （ 昭 和 42 年 

       
      第 37 条 の ３ 

              法 律 第 149 号 ） 

              第 １ 項 の 完 成 検 査 を 受 け 、 

同 法 第 37 条 の 技 術 上 の 基 準 

に 適 合 し て い る と 認 め ら れ 

た も の の 完 成 検 査 に あ っ て 

は 、 6,100 円 ） 

（ イ 及 び 第 176 号 か ら 第 200 号 ま で 省 略 ） 
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